
生産者・関係団体 各位 

                            令和６年４月１日 

 公益社団法人群馬県畜産協会 

 

 

       死亡牛の BSE検査料および補助内容の変更について 

 

日頃より死亡牛の適正な処理にご協力いただき、ありがとうございます。 

令和６年４月より、死亡牛のＢＳＥ検査料および補助内容が変更になりました。 

 

【変更内容】 

１ ＢＳＥ検査料 

 令和６年３月まで 令和６年４月から 

4,000円／頭 8,000円／頭 

 

２ 補助額  

項目 内容 令和６年３月まで 令和６年４月から 

検査費補助 ＢＳＥ検査料の補助 4,000円／頭 8,000円／頭 

輸送促進費 

（廃止） 
適正な輸送に係る補助 

農場～家衛研間 

最大 2,000円／頭 

家衛研～化製場間 

658円／頭 

－ 

検体提供費 

（新規） 
適正な輸送に係る補助 － 6,000円／頭 

検査促進費 

（新規） 

BSE 検査の要否判断を

するために必要な情報を

提供した場合の補助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

－ 6,000円／頭 

 

 

 

 

 

 



 


